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総合政策局

行政情報化推進課
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（内線28346）

電子政府については、国民・事業者等利用者の視点にたって、利便性・サ

ービス向上が意識できる電子政府を実現し、国に対する申請・届出等手続き
に おけるオンライン利用率を２０２１年度までに７０％以上とすることを同
様に措置しているところです。

今般、政府全体として各府省間の緊密な連携協力の下、電子政府に関する
広報、知識の普及・啓発活動を重点的かつ効果的に推進し、オンライン利用
のより一 層の促進等を図る観点から、「電子政府利用促進週間」を実施する
ことにしました。

電子政府利用促進週間を機に、皆さんもインターネットを利用したオンラ
インによる申請・届出等を行ってみませんか。
1.本週間の趣旨

政府全体として、電子政府に関する広報、知識の普及・啓発活動を重点的
かつ効果的に推進するため、実施します。

2.>実施期間
平成28年10月31日（月）から11月6日（日）まで

3.関連サイト
電子政府の総合窓口

国土交通省オンライン申請システム
国土交通省オンライン申請システム（汎用受付システム）
専用受付システム

自動車保有関係手続のワンストップサービス
特殊車両オンライン申請システム
ＮＡＣＣＳ
道路占用許可電子申請システム

http://www.e-gov.go.jp/
http://www.goa.mlit.go.jp/
http://www.oss.mlit.go.jp/portal/
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
http://www.naccscenter.com/
http://www.dc.ogb.go.jp/road/michiarekore/kyokashinsei/senyo/tetsuzuki_03.html

